
　（１）　学校施設の整備

　　①　安全で快適な学校施設の整備

　児童生徒が安全で快適な学校生活を送り、健やかに成長するための多様な学習活動を支えるため

に、教育環境の整備に努める。

■　義務教育施設の整備

○　校舎新築

　児童数増により、小学校を新設する。

○　校舎増改築

　老朽化し構造的に耐久が不足している校舎を計画的に改築するとともに、児童・生徒数の増加

等により生じたプレハブ教室を解消するため、校舎の増築を行う。

◆第二章　教育目標達成への取組　〜第２節　生きる力をはぐくむ学校教育の推進〜

 １　 　　　　　　　　　　　　　　　4 教育環境の整備

力合西小学校校舎 託麻西小学校校舎
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○　大規模改造

　経年により通常発生する校舎の損耗、機能低下に対する復旧措置または建物の用途変更に伴う

改修等を行い、耐震補強が必要な場合は併せて実施する。

○　耐震化

　耐久性・耐震性を確保した校舎・体育館へと改修する。

　・小学校
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　・中学校
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　　※　平成２５年度末までに、全ての小中学校の耐震化（構造体）を終了

○　体育館天井落下防止対策

　構造の耐震化を進めることはもとより、非構造部材（天井材等）についても安全・安心を保つ

ために十分な耐震性の確保や機能維持を図る必要があり、国もその対策の重要性については指摘

している。

　そのため、非構造部材の耐震化が必要な小中学校体育館及び中・高等学校の武道場について、

天井落下防止対策工事（天井材の撤去またはネット張りなど）を計画的に行っている。

・体育館　平成２５年度　　７校（小学校５校、中学校２校）

　　　　　平成２６年度　１５校（小学校１５校）

　　　　　平成２７年度　１５校（小学校９校、中学校６校）

・武道場　平成２７年度　２３校（中学校２１校、高校２校）

○　体育館増改築

　建築後概ね３０年以上経過し老朽化した体育館の増改築を行う。中学校においては武道場を併

設するなど、ゆとりある良質な教育環境の整備を図っている。

　平成１８年度　砂取小学校

　平成１９年度　小島小学校

　平成２０年度　城西小学校、富合中学校

　平成２７～２８年度　出水中学校

○　水泳プール改築

　建築後３０年以上経過し老朽化した水泳プールを年次計画により改築している。更衣室、便所、

倉庫等を設置し、小学校においては、低学年向けの水深が浅い小プールも整備している。また、

学校敷地が狭隘な学校については、体育館屋上部分に水泳プールを配置した複合施設を建設し、

学校敷地の有効面積の拡大に努めている。

　平成１９年度　託麻西小学校

　平成２０年度　奥古閑小学校

　平成２１年度　楠小学校

　平成２２年度　下益城城南中学校

　平成２６年度　壺川小学校、飽田東小学校

　平成２７～２８年度　二岡中学校

■　校舎外壁改修

　昭和６０年以前に建設した校舎において、経年劣化による外壁のひび割れ、落下及び防水性の低

下が目立ってきた。以前から劣化部分の補修は行っていたが、抜本的な解決には至らなかった。そ

こで、平成１１年度からは予算を増額して、部分補修から外壁全面を補強する工法へと変更し、年

次計画により校舎の安全性の確保に努めている。

壺川小学校プール
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■　学校施設の耐震化に向けた取組

　新耐震設計基準（昭和５６年施行）以前に建設さ

れた校舎及び体育館については、平成２３年３月を

以って全ての耐震診断が終了した。平成２１年度か

らは診断の結果、耐震化が必要な建物について補強

等の工事を順次行っており、平成２５年度末までに

全ての学校施設構造体の耐震化を終了した。

■　空調設備整備

　児童・生徒の教育環境改善のため、平成２６年度は、騒音対策や温度調整の必要がある小中学校

の音楽室及び各学校特別支援学級１教室に空調設備の設置を行った。

　今後は、小・中学校の普通教室への空調設備整備に取り組むこととしており、平成２７年度は、

全中学校の普通教室への空調設備の設計を行うこととしている。

■　必由館高校扇田グラウンド関連経費

　必由館高校野球部が現在活動している清水グラウンドは、住宅街にあり狭小であることから、練

習試合ができないなどの課題があった。

　扇田多目的広場の行政利用募集に応募した結果、使用の承認を受けた。平成２８年度中の使用開

始を目指し、必要な施設整備及びグラウンド改良を行うこととしている。

　平成２７年度　設計、建築・設備・土木工事

　平成２８年度　建築・設備・土木工事

■　千原台高校施設整備

　校舎の増改築を行い、多様かつ高度な学習形態を考慮した空間を計画することで、ゆとりある教

育環境が形成され、情報化や国際化の進展に柔軟に対応できる学校づくりが進められるとともに、

施設の耐震化が図られた。

　平成２２年度～２３年度　設計

　平成２４年度～２５年度　増改築工事

　平成２６年度　　　　　　旧校舎解体・既存校舎改修等

■　特別支援学校建設

　知的障がいのある児童生徒への専門的指導や就学・進学

ニーズに応えるため、市立特別支援学校を設置する。今後、

特別支援学校は、市内の教職員や保護者の研修や教育相談等、

地域の特別支援教育を推進するセンター的役割を担い、特別

支援教育の充実に貢献できる学校を目指すもの。

○　高等部（市立平成さくら支援学校）

◆第二章　教育目標達成への取組　〜第２節　生きる力をはぐくむ学校教育の推進〜

高等部建設予定地

  

  

  
 

 

 
  

  

＜耐震化率の推移（小中学校）＞
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○　小・中学部

　（２）　学校安全の推進

　　①　子どもたちの安全・安心の確保

　学校内外における子どもたちの安全確保を図るため、家庭や地域及び関係機関等と連携して、子

どもが安全に安心して過ごせる環境整備を進めるとともに、安全教育の充実を図る。

■　安全教育

　児童生徒が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全のために必要な事柄を実践的に理解

し、生涯を通じて安全な生活を送ることができるような態度や能力を養う。

・生活安全、交通安全、災害安全の指導

・不審者に対する指導の徹底

・危険予測学習や実効性のある避難訓練を通して「自分の命は自分で守る」ことのできる児童生徒

の育成

■　こどもひなんの家

　子どもが不審者から声をかけられたり、追いかけられたりした場合に、助けを求めて避難できる

よう、通学路を中心に、民家や商店等の協力を得て「こどもひなんの家」を設置している。児童へ

の設置箇所の周知、緊急時の利用方法の指導を図る。

・平成２６年度設置数　　６，４６７箇所

■　小中学校へのＡＥＤ設置

　児童生徒等の突発的な事故による突然の心停止に備えるため、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

全小中学校に導入している。

・導入台数　　　１３７台

■　学校安全対策協議会

　地域ぐるみで子どもの安全を守る取り組みの一つとして、各学校・園に学校、ＰＴＡ、警察、防
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犯協会、交通安全協会等で構成された「学校安全対策協議会」等が設置されている。各協議会等に

おいては、地域や学校の実情に応じて、下校時間帯における地域防犯パトロールの実施や危険箇所

の確認などの活動が行われている。

■　防災教育

　平成２４年度から防災教育研修会を実施し、安全計画の作成と学習内容の明確化、系統性を図っ

た防災教育の推進を図るよう指導している。

　平成２６年３月に「危機管理マニュアル作成の手引き（改訂版）」を作成し、各学校の「危機管

理マニュアル」を見直すよう周知した。

■　自転車運転免許証交付事業

　各小学校で行っている自転車教室（講話、実技）に併せて自転車運転免許証の交付を希望する学

校が、自転車に関するルールやマナーの向上を図ることを目的として別途学科試験を行い、自転車

運転免許証を交付する。

■　熊本市地区学校等警察連絡協議会

　学校などの教育機関と警察とが連携して児童生徒の問題行動等に対応することを目的に、平成　

１５年２月に発足した。熊本市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、熊本市教育委員会

及び熊本北警察署、熊本南警察署、熊本東警察署をもって組織されている。

　情報の共有化を図るとともに、非行防止、安全確保、健全育成に向けて継続的な活動を行ってい

る。平成２６年度の全体会は、７月１１日に国際交流会館で、小・中・高等学校等と警察の関係者

約２００人が参加し開催された。

■　市内全小学校への緊急警報システム整備

　不審者の侵入や事故など有事の際、児童の安全を確保するため、熊本市立小学校９５校（分校１

校含む）に緊急警報システムを整備し、学校における安全対策を強化することを目的として導入し

ている。

○　システム概要

　校内で緊急を要する事態が発生した場合、教職員等が、携帯型の無線端末機（子機）と職員室

内の基地局（親機）を使って緊急通報・周知をするとともに、迅速な状況報告、指示等を行い、

即時対応、避難誘導等の強化を図る。

・緊急警報機能　　　　子機のボタンを押すだけで瞬時に緊急事態を通報できる。

・校内放送機能　　　　現場を離れることなく子機から直接校内放送ができる。

・トランシーバー機能　子機と親機、子機と子機で通話ができる。

■　階段昇降機整備

　車椅子を使用する児童生徒がいる小・中学校へ、車椅子をのせることができる階段昇降機を導入

し、移動の円滑化を図る。

　平成２６年度末　保有台数　２４台

◆第二章　教育目標達成への取組　〜第２節　生きる力をはぐくむ学校教育の推進〜
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　（３）　各種助成

■　就学援助費

　経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給

食費等の援助を行っている。

※　児童数及び生徒数は、５月１日現在の児童生徒数、認定者数は決算時認定者数（城南・植木含む）

■　特別支援教育就学奨励費

  特別支援教育の振興を目的に、特別支援学級等に在籍又は通級指導教室に通学する児童生徒の保

護者の経済的負担を軽減するため、学用品費、通学費等の支給を行っている。

※　児童数及び生徒数は、５月１日現在の児童生徒数、認定者数は決算時認定者数（城南・植木含む）

■　奨学金貸付事業

　経済的理由により修学が困難な生徒、学生等に対して奨学金の貸付けを行い、社会に貢献し得る
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人材の育成を図ることを目的に、平成１４年度から開始された制度である。また、平成２０年度か

ら新たに、家計の急変等を対象とした奨学金の貸付けを実施している。

　○　貸付対象者　次の要件をすべて満たす者であること。

　・本市に居住する者の被扶養者であること。

　・学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学又は専修学校の高等課程若し

　くは専門課程（以下「学校等」という。）に在学していること。

　・経済的理由により修学が困難であると認められること。

　・国、他の地方公共団体若しくはその他の団体からの奨学金又はこれと同種の貸付け若しくは給

　付（高等学校等就学支援金及び熊本県奨学のための給付金に係る給付を除く。）を受けていな

　いこと。

　・家計の急変等（火災・風水害等、破産、失職、死亡、入院、離婚）の該当者であること。

　　※　家計の急変等を対象とした奨学金の貸付けの場合のみ。

　○　定数及び貸付月額

※　第１学年の生徒、学生等には初回貸付時に加算あり

○　貸付期間　在学する学校等の正規の修学年限（最終月）。ただし、家計の急変等を対象とした

奨学金の貸付けは、申請した日の属する月から申請をした日の属する年度の３月ま

で。

○　返　　還　貸付終了後６ヶ月を経て返還開始。貸付けを受けた総額を年賦・半年賦・月賦のい

ずれかの方法で返還（無利子）。

　○　貸付実績

■　修学旅行特別支援経費

　熊本市立小中学校の修学旅行の実施に際し、常時介添えを要する児童生徒の保護者が、当該児童

生徒に付き添う場合に経費の一部を補助する（平成１７年度事業開始）。
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○　補助の上限額　　

　・小学校　３１，９００円

　・中学校　７８，７９０円

■　私立学校助成

　○　市内に私立高等学校を設置する学校法人に対して、教職員の資質を高めるため教職員の研修・

研究に要する経費の一部を補助し、私学の振興を図っている。

　・年間助成額　　学校法人　１３法人　３１，２５１千円

　○　市内に私立高等学校を設置する学校法人に対して、部活動に係る費用の一部を補助し、部活動

を通じた高校生の健全な育成を図っている。

　・年間助成額　　学校法人　１３法人　１５，８２０千円
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